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第２期出雲市空家等対策計画に掲げる 

具体的な取組の令和４年度実施状況 

 

１．空家の発生予防 

様々な機会における啓発活動の実施 

●市民意識の醸成、啓発、情報発信の強化 

 空家等の発生予防として、幅広い世代に空家等がもたらす問題や身近に起こりえる問題と

して認識していただくことが重要です。広報いずもやホームページ、また、関係機関の広報

誌などを活用し、分かりやすく、工夫をした情報発信に取り組みます。 

  

➢ 広報いずもや関係団体の機関紙等を活用するとともに、ホームページのトップページに

「空き家対策」のバナーを設けて、市補助制度や連携協定を締結している民間団体の紹

介、また、空き家等に関する相談先一覧を掲載するなど、分かりやすく情報発信に努め

ています。 

 

●連携協定を締結している民間団体の活動支援 

 本市と連携協定を締結し、空家に係る啓発活動、発生予防、各種相談事業などに取り組ん

でいる、ＮＰＯ法人出雲市空き家相談センター、ＮＰＯ法人ひらた空き家再生舎、（一社）

全国古民家再生協会島根第一支部に対して、協力、支援を行います。 

 また、民間活力を活かした対策を実施するため、空家相談やいずも空き家バンクなど、民

間団体への事業委託の可能性について検討を行います。 

 

➢ 【ＮＰＯ法人出雲市空き家相談センター】 

・令和４年度から「空き家安心サポート委託事業」として『空き家相談・地域支援事業』

と『いずも空き家バンク運営事業』をＮＰＯ法人出雲市空き家相談センターに委託して

います。（相談事業等の実績は１６ページに記載） 

 ・毎月開催されている同センターの定例会に参加し、相談事例検討や会員との情報共有に 

努めています。 

➢ 【（一社）全国古民家再生協会島根第一支部】 

・（一社）全国古民家再生協会島根第一支部が主催する終活セミナーや未来を担う学生に 

身近な地域の風景や古民家の魅力を感じてもらい、地域の活性化につなげることを目的 

とした「古民家フォト甲子園」の後援・周知等を行っています。 

➢ 【ＮＰＯ法人ひらた空き家再生舎】 

 ・ＮＰＯ法人ひらた空き家再生舎は、令和３年度に引き続き、国土交通省「住宅市場を活 

用した空家対策モデル事業／空き家に関する相談窓口等の民間連携事業」の事業採択を 

受けており、本市と連携し、所有者等に対する空き家アンケート調査、空き家状況調査 

及び空き家相談会の各種事業を実施しています。 

資料２ 
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➢ 【（公社）出雲市シルバー人材センター】 

・（公社）出雲市シルバー人材センターと「空き家の発生予防及び管理に関する連携協

定」を締結しました。同センターと相互に連携・協力し、高齢者が元気なうちに、空き

家となる前から、相談窓口の紹介、相続登記の推進、適正な管理方法などの周知を図

り、将来の空き家の発生予防及び管理に努めています。 

・出雲市シルバー人材センターが実施している「空家等点検サービス」の周知等を行って

います。 
 

●地域や関係団体との連携による啓発活動等の実施 

 空家等が引き起こす問題について、自治協会やコミュニティセンターなどの関係団体との

共通認識を深め、連携を図りながら、地域住民が相互に協力し、地域社会づくりを進めるこ

とが効果的な予防策につながります。関係団体に本計画や具体的な取組について周知を行う

とともに、関係団体が開催する会合等に出向き、啓発活動の充実を図ります。 
 

➢ コミュニティセンター長会において、第２期空家等対策計画の取組や空き家等に関する

相談先一覧、また、連携協定を締結している民間団体の周知を行い、地域団体等との連

携を図り、空き家について共通認識を深めています。 
 

●相続登記の促進 

 相続登記がなされていない物件は、所有者等を特定することが難しくなり、空家の利活用

等の妨げとなります。また、令和３年の法律改正により、相続登記が義務化されたことか

ら、新しい相続登記制度について法務局などの関係機関とともに周知を図り、相続登記の促

進を図ります。 

・市役所死亡手続きワンストップ窓口サービスにおける相続登記の促進 

・すべての課税明細書における登記名義人の表示（お亡くなりになった登記名義人が課税明

細書に記載されていれば、相続登記が済んでいないことが分かり、相続登記を行う動機付け

となります。） 
 

➢ 広報いずもやホームページを活用し、相続登記の義務化について周知を図っています。 

➢ 相続登記がなされていない空家の所有者等に適正管理依頼を行う際、相続登記の推進に

係るパンフレットも同封し、周知を図っています。 

➢ 出雲市シルバー人材センターと相互に連携・協力し、高齢者が元気なうちに、空き家と

なる前から相続登記の推進などの周知を図り、将来の空き家の発生予防及び管理に努め

ています。（一部再掲） 

➢ 県司法書士会と連携し、同会が毎月開催し、相続登記などの相談が多い無料法律相談会

について広報いずもや市ホームページに掲載し、周知を行っています。 

➢ 県土地家屋調査士会出雲支部と連携し、同支部が開催する無料登記相談会について広報

いずもや市ホームページに掲載し、周知を行っています。 

 

●空き家の譲渡所得の特別控除制度の周知・活用 

 相続により取得した家屋等を譲渡した場合に適用される「空き家の譲渡所得の特別控除制

度」の周知を図り、制度の活用を促進します。 
 

➢ ホームページに特別控除制度について掲載するとともに、空き家等に関する相談先 

一覧にも掲載し、周知を行っています。 
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行政の働きかけ、相談体制の充実等 

●相談先の紹介 

 市内には、ＮＰＯ法人出雲市空き家相談センター、ＮＰＯ法人ひらた空き家再生舎、(一

社)全国古民家再生協会島根第一支部など、各種相談事業や終活セミナーに取り組んでいる

民間団体や、弁護士会、行政書士会、司法書士会、土地家屋調査士会などの専門団体などが

あります。所有者等に相談ができる団体を紹介するとともに、早めの相談の意識付けを図り

ます。 

 

➢ 空き家等に関する相談先一覧を作成し、ホームページ、広報いずも、コミュニティセン

ター長会、市職員ＩＰＫなどで周知を行っています。（一部再掲） 

➢ 出雲市シルバー人材センターと「空き家の発生予防及び管理に関する連携協定」を締結

しました。協定では『空き家の発生予防』として、同センターと連携・協力し、高齢者

である同センターの会員及び入会希望者に対して、連携協定を締結している、ＮＰＯ法

人出雲市空き家相談センター、ＮＰＯ法人ひらた空き家再生舎、(一社)全国古民家再生

協会島根第一支部や空き家等に関する相談先一覧について周知を行い、早めの相談の意

識付けを行っています。（一部再掲） 

➢ イオンモール出雲に新たに設置された『デジタルサイネージ「わが街ＮＡＶＩ」』を 

活用し、連携協定を締結している民間団体の情報を発信してます。 

 

●相談会、各種セミナーなどの開催 

 それぞれの家屋の問題点や将来の課題について、市民や地域が広く知識を持てるよう、相

談会や各種セミナーを開催していきます。 

 

➢ ＮＰＯ法人出雲市空き家相談センターによる「空き家ワンストップ相談会」、ＮＰＯ法

人ひらた空き家再生舎による「空き家相談会」の協力・支援を行っています。 

➢ 総務省島根行政監視行政相談センターによる「出雲合同行政相談所」に『空き家相談ブ

ース』を設けていただき参加しました。 

➢ 市職員の意識の醸成、啓発、情報提供を図るため、市職員を対象とした研修会「空き家

よもやま話」を開催し、多くの市職員が研修会に参加しました。 

 

●様々な家族事情等を踏まえた関係機関との連携 

 社会の多様化による様々な家族事情等を踏まえ、ひきこもり支援センターや母子・父子自

立支援員などの関係機関と連携し、空家問題に係る情報提供に取り組みます。 

 

➢ 家の将来について不安や悩みを持つ方は高齢者だけではなく、引きこもりの子どもがい

る家族も不安を抱いていることから、島根県ひきこもり支援センター（出雲保健所心の

健康支援課）と意見交換を行うともに、空き家等に関する相談先一覧やＮＰＯ法人出雲

市空き家相談センターなどの相談窓口の情報提供に努めています。 
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●出身者会等を通じた情報発信 

 出身者会等を通じて情報発信を行うとともに、県外でのイベント開催時にパンフレットを

配布するなど、空家相談を行う民間団体やいずも空き家バンクなどの情報提供を行います。 

 

➢ 県外で開催される出身者会の総会時に、ＮＰＯ法人出雲市空き家相談センターなどの民

間団体やいずも空き家バンクのチラシを配布し、県外の空家所有者にも情報提供に努め

ています。 

 

●学校教育における情報提供、協力 

 市内の中学校、高校では、総合的な学習の時間に空家問題をテーマとして地域の課題につ

いて学んでいます。若い世代にとっても空家は身近な存在であると認識いただき、家族で家

の将来について話し合い、意識を高めてもらえるよう、総合的な学習において、空家等のデ

ータ提供、空家等に係る解説などの協力を行います。 

 

➢ 出雲高校、出雲工業高校の生徒が取り組む空き家をテーマとした地域課題学習等に協力

を行うとともに、若い世代にとっても空家は身近な存在であると認識いただき、家族で

家の将来について話し合い、意識を高めていただくよう、アドバイスを行っています。 

 

●住宅の良質化・持続化等の支援 

 市木造住宅耐震化促進補助事業の活用を促し、良質で安全な住まいづくりを推進し、長期

にわたる居住、使用が可能となるよう支援します。また、市定住促進住まいまちづくり助成

事業により、住宅改修に係る費用の一部補助を行い、子育て世代などの定住を促進し、空家

の利活用を図ります。 

 

➢ 秋季建築物防災週間にあわせて、木造住宅の耐震化促進事業や住宅の耐震対策出前講座

などについて広報いずもに掲載し、周知を行っています。 

 

  広報いずも 10月号 空き家等相談先一覧（表紙） 
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２．空家の適正管理の促進 

適正管理に関する情報提供の実施 

●所有者等への情報発信 

 空家等の適正な管理を促進するためには、所有者等に管理者としての意識と、適正管理に

対する意識の醸成を図ることが重要です。広報いずも、ホームページ、チラシ等を利用し

て、分かりやすく、空家等の適正管理に関する周知・啓発を行います。 

 

➢ ホームページやチラシ等を活用し、所有者等に対して管理者としての意識の醸成を図

り、分かりやすく空家の適正管理に関して周知等を行っています。 

 

●管理サービス等を実施する民間団体等の情報提供 

 建物の修繕や庭木の管理など、空家等の管理サービスを行う民間団体等の情報収集に努 

め、所有者等に情報提供を行います。 

 

➢ 出雲市シルバー人材センターが実施している「空家等点検サービス」の周知等を行って

います。なお、「空家等点検サービス」は、令和５年度「日本の心のふるさと出雲」 

応援寄付返礼品（体験型サービス）に登録します。（一部再掲） 

 

●リフォーム・解体ローンを実施している金融機関の情報提供 

 所有者等の中には、リフォームや除却の意向はあるものの、経済的な理由から費用を直ち

に用意できない場合も少なくありません。現在、空家等のリフォームや解体に係る資金をロ

ーンで提供している金融機関もあることから、空家等の所有者等にローン商品を提供してい

る金融機関の情報を提供します。 

 

➢ 所有者等からの相談時、必要に応じて、商品を提供している金融機関の情報を提供して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「空家等点検サービス」 

チラシ 
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行政の働きかけ、取組強化 

●空家等に関する情報を集約したデータベースの管理等 

 空家等実態調査や苦情等による空家等の情報を集約したデータベースを随時更新し、適正 

管理に向けた対応状況や利活用を図るための物件情報として活用します。 

 

➢ 苦情等や建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体届出などにより、

随時、空き家データベースを更新しています。 

 

●土地の境界確認に係る対応 

 空家の利活用や除却後の跡地利用を行う際、近隣トラブルなどにより土地の境界が確定 

しないため、売却等が進まないケースがあります。境界や不動産登記に関する無料相談会を

実施している土地家屋調査士会と連携を図り、相談会等の周知を行います。 

 また、地籍調査に係る国予算等を確保し、地籍調査の推進を図ります。 

 

➢ 土地の境界が確定していないと空家の利活用が進まないことを知らない所有者も多いた

め、空き家に関する相談先一覧に土地の境界確認等の事例を加えて、相談先の周知を行

っています。 

➢ 県土地家屋調査士会出雲支部と連携し、同支部が開催する登記相談会について広報いず

もやホームページに掲載し、周知を行っています。（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出雲市空き家データベース 
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３．空家の利活用の促進 

利活用に関する情報提供の実施 

●いずも空き家バンクの周知、活用 

 いずも空き家バンクへの登録や活用を促進するため、広報いずも、ホームページ、フェイ

スブック、チラシ等を利用して積極的に周知し、所有者等に登録を促します。 

 また、不動産業者などの関係団体と連携し、登録の増加を図ります。 
 

➢ 広報いずも、ホームページ、空き家に関する相談先一覧などを利用して積極的に周知

し、所有者等に登録を促しています。 

➢ 県外で開催される出身者会の総会時において、いずも空き家バンクのチラシを配布し、

情報発信を行っています。 

➢ ＮＰＯ法人出雲市空き家相談センター及び同センターの会員である出雲宅建センターに

積極的な登録を依頼するとともに、情報共有に努めています。 

➢ ブラジル国籍の外国人住民を雇用・派遣している市内派遣事業者２社と外国人の近況、

住宅事情、空家購入の可能性などについて意見交換会を実施しました。 

➢ ブラジル国籍の外国人住民が空家を購入しやすい環境整備を図るため、ポルトガル語に

翻訳した「いずも空き家バンク」チラシを作成し、ホームページ、フェイスブックなど

で周知を行っています。 
 

〔令和４年度いずも空き家バンク登録・成約状況／地域別〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

〔年度別いずも空き家バンク登録・成約状況／売買・賃貸合算〕 

年度 

空き家 空き地 合計 

登録 
成約 

登録 成約 登録 成約 
合計 県外 市外 市内 

R4 16 16 5 1 10 3 2 19 18 

R3 18 14 2 1 11 2 0 20 14 

R2 24 18 2 2 14 2 1 26 19 

R1 18 17 4 1 12 8 4 26 21 

（令和4年度は令和5年2月末現在）   

出雲 平田 佐田 多伎 湖陵 大社 斐川 合計

空き家 5 4 2 1 0 2 2 16

空き地 1 0 0 0 0 0 2 3

計 6 4 2 1 0 2 4 19

売買 9 4 1 1 1 1 1 18

賃貸 0 0 0 0 0 0 0 0

計 9 4 1 1 1 1 1 18

登録

項目／地域

成約
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●移住・定住希望者への情報提供 

 縁結び定住課と連携し、市や県が開催する移住等の相談会において、移住等希望者に、い

ずも空き家バンクや不動産業者などの情報提供に取り組みます。 

 

➢ 縁結び定住課と連携し、各出身者会総会時にいずも空き家バンク事業、自然豊かな地域

住まいづくり助成事業、移住促進住まいづくり助成事業、出雲大好きＩターン女性支援

事業などの情報提供に努めています。 

➢ 市空き家活用住宅等整備支援補助事業により令和３年度に完成した「県立大学出雲キャ

ンパス学生用シェアハウス」（西林木町）に続いて、令和４年度は「出雲医療看護専門

学校学生用シェアハウス」（天神町）が完成し、令和５年４月から学生が入居する予定

です。 

 

●外国人住民への情報提供 

 まちづくりの担い手として活躍し、増加する外国人住民に対して空家情報を提供するた

め、ホームページの多言語化、やさしい日本語化などに取り組みます。 

 また、外国人住民を雇用、派遣している民間企業に出向き、意見交換を行いながら、外国

人住民が空家を購入しやすい環境整備に取り組みます。 

 

➢ ブラジル国籍の外国人住民を雇用・派遣している市内派遣事業者２社と外国人の近況、

住宅事情、空家購入の可能性などについて意見交換会を実施しました。（再掲） 

➢ ブラジル国籍の外国人住民が空家を購入しやすい環境整備を図るため、ポルトガル語に

翻訳した「いずも空き家バンク」チラシを作成し、ホームページ、フェイスブックなど

で周知を行っています。（再掲） 

 

●市空き家活用住宅等整備支援補助事業の周知・活用 

 市空き家活用住宅等整備支援補助事業（シェアハウス改修事業）を周知し、積極的な空家

の利活用を促します。 

 

➢ 市空き家活用住宅等整備支援補助事業により令和３年度に完成した「県立大学出雲キャ

ンパス学生用シェアハウス」（西林木町）に続いて、令和４年度は「出雲医療看護専門

学校学生用シェアハウス」（天神町）が完成し、令和５年４月から学生が入居する予定

です。（再掲） 

 

●リフォーム・解体ローンを実施している金融機関の情報提供（再掲） 

 所有者等の中には、リフォームや除却の意向はあるものの、経済的な理由から費用を直ち

に用意できない場合も少なくありません。現在、空家等のリフォームや解体に係る資金をロ

ーンで提供している金融機関もあることから、空家等の所有者等にローン商品を提供してい

る金融機関の情報を提供します。 

 

➢ 所有者等からの相談時、必要に応じて、商品を提供している金融機関の情報を提供して

います。 
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行政の働きかけ、取組強化 

●活用・流通促進のための環境整備 

 空家等の活用・流通を促進するには、不動産市場の機能を活かすことが最も有効です。そ

のため、市場が機能しやすい環境を整備するための取組を推進します。 

①所有者等への意向調査（活用の意思）の実施 

 空家等実態調査のデータを基に、所有者等への意向調査を実施します。この調査結果をも

とに、同意を得られた空家データのいずも空き家バンクへの登録や、不動産業者などの関係

団体への情報公開について検討し、流通促進を図ります。 

 

➢ ＮＰＯ法人ひらた空き家再生舎と連携し、平田地域に空家を所有する所有者等に対して

アンケート調査を兼ねた意向調査を実施しています。 

 

②いずも空き家バンクの周知、活用（再掲） 

 いずも空き家バンクへの登録や活用を促進するため、広報いずも、ホームページ、フェイ

スブック、チラシ等を利用して積極的に周知し、所有者等に登録を促します。また、不動産

業者などの関係団体と連携し、登録の増加を図ります。 

 

（以下、再掲） 

➢ 広報いずも、ホームページ、空き家に関する相談先一覧などを利用して積極的に周知

し、所有者等に登録を促しています。 

➢ 県外において開催される出身者会の総会時、いずも空き家バンクのチラシを配布し、情

報発信を行っています。 

➢ ＮＰＯ法人出雲市空き家相談センター及び同センターの会員でもある出雲宅建センター

に積極的な登録を依頼するとともに、情報共有に努めています。 

➢ ブラジル国籍の外国人住民を雇用・派遣している市内派遣事業者２社と外国人の近況、

住宅事情、空家購入の可能性などについて意見交換会を実施しました。 

➢ ブラジル国籍の外国人住民が空家を購入しやすい環境整備を図るため、ポルトガル語に

翻訳した「いずも空き家バンク」チラシを作成し、ホームページ、フェイスブックなど

で周知を行っています。 

 

●外国人住民への情報提供（再掲） 

 まちづくりの担い手として活躍し、増加する外国人住民に対して空家情報を発信するた

め、ホームページの多言語化、やさしい日本語化などに取り組みます。 

 また、外国人住民を雇用、派遣している民間企業に出向き、意見交換を行いながら、外国

人住民が空家を購入しやすい環境整備に取り組みます。 

 

➢ ブラジル国籍の外国人住民を雇用・派遣している市内派遣事業者２社と外国人の近況、

住宅事情、空き家購入の可能性などについて意見交換会を実施しました。 

➢ ブラジル国籍の外国人が空き家を購入しやすい環境整備を図るため、ポルトガル語に翻

訳した「いずも空き家バンク」チラシを作成し、ホームページ、フェイスブックなどで

周知を行っています。（再掲） 
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●居住以外の用途としての利活用の促進 

 企業のオフィスなどとして空家を活用いただくため、産業政策課と連携し、市外企業に対

して利活用に係る補助制度などの情報提供に取り組みます。また、近年、生活基盤を変え

ず、週末などを複数の地域で暮らすライフスタイル（二地域居住）が注目されています。関

係人口を増やし、二地域居住を促進するためにも、海岸部など県外在住者から人気が高い地

域からの空き家バンクの登録の増加を図ります。 

 

➢ 中山間地域の空家の利活用を図るため、ソフト産業を中心とする市外企業に対して、 

新たにオフィスとして開設するための補助制度について情報提供を行っています。 

 

●地域住民が主体的に取り組む利活用の協力、支援 

 伊野地区や鳶巣地区など、地域コミュニティの活性化のため、地域住民が主体的に空家の

利活用に取り組んでいる地域があります。地域にとっても空家のままにしておかないという

意識を高めていただくとともに、自治振興課や市民活動支援課などの関係課と連携し、地域

住民が主体的に取り組む空き家の利活用に対して、協力、支援を行います。 

 

➢ 鳶巣自治協会、伊野自治協会、久村地区連合自治会が主体的に取り組んでいる「地域版

空き家バンク」に対して協力を行っています。 

 

●土地の境界確認に係る対応（再掲） 

 空家の利活用や除却後の跡地利用を行う際、近隣トラブルなどにより土地の境界が確定し

ないため、売却等が進まないケースがあります。境界や不動産登記に関する無料相談会を実

施している土地家屋調査士会と連携を図り、相談会等の周知を行います。 

 また、地籍調査に係る国予算等を確保し、地籍調査の推進を図ります。 

 

➢ 土地の境界が確定していないと空家の利活用が進まないことを知らない所有者も多いた

め、空き家に関する相談先一覧に土地の境界確認等の事例を加えて、相談先の周知を行

っています。（再掲） 

➢ 県土地家屋調査士会出雲支部と連携し、同支部が開催する無料相談会について広報いず

もやホームページに掲載し、周知を行っています。（再掲） 

 

 

  ポルトガル語に翻訳 

した「いずも空き家 

バンク」のチラシ 
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４．管理不全な空家等の対応／除却 

所有者等による自主的な改善等 

●市老朽危険空家等除却支援補助事業の周知・活用 

 市老朽危険空家等除却支援補助事業を周知し、所有者等による積極的な空家の除却を促し

ます。 
 

➢ 補助事業の概要等を取りまとめたパンフレットを作成し、（一社）しまね産業資源循環

協会解体部会などの関係団体に周知を行っています。また、補助対象となる老朽危険空

家の所有者等に直接周知を行い、空家の除却を促しています。 

➢ 令和４年度は令和５年２月末現在、補助事業により４件の老朽危険空家が除却され、現

在も老朽危険空家の所有者や管理者と除却について交渉を重ねています。 

➢ 床面積の大きい老朽危険空家の除却を促進するため、令和５年度から老朽危険空家等除

却支援事業補助金の上限額を５０万円から１００万円に引き上げる予定です。 

（※現在開会中の３月議会に関連予算案を上程し、審議をいただいています。） 

➢ 補助対象とならなかった空家も相談を契機に除却されており、令和５年２月末現在、建

築工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定による解体届出により把握した空家

の除却件数は１１４件で、過去最高となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●関係団体との連携強化 

 （一社）しまね産業資源循環協会解体部会などの関係団体を紹介し、除却に係る情報提供

に努めます。 
 

➢ ホームページに（一社）しまね産業資源循環協会解体部会のホームページを掲載してい

ます。また、所有者等からの依頼に応じて同部会のパンフレットを送付しています。 

 

●リフォーム・解体ローンを実施している金融機関の情報提供（再掲） 

 空家等のリフォームや解体に係る資金をローンで提供している金融機関もあることから、

空家等の所有者等にローン商品を提供している金融機関の情報を提供します。 
 

➢ 所有者等からの相談時、必要に応じて、商品を提供している金融機関の情報を提供して

います。 

除却前 除却後 補助事業により除却された老朽危険空家 



 12 / 24 

行政の働きかけ、取組強化 

●所有者等に対する適正管理依頼 

 空家等実態調査や市民からの相談・苦情等により、管理不全な空家等を把握した場合は、

所有者等に対して適正管理依頼を行い、改善を求めます。 

 

➢ 空家等の相談・苦情等を受けた場合、所有者（管理者・相続人を含む）調査を行い、建

物の適正管理依頼を行っています。令和４年度の適正管理依頼状況は下記のとおりです

が、対象空家２８件のうち、 

・所有者等からの電話連絡、今後の対応相談 １７件 

・建物の除却 ４件 

・建物の修繕、樹木の伐採等 ３件 

・除却・修繕等の検討、準備 ６件  となっています。 
 

〔適正管理依頼実施状況〕 

       （令和4年度は令和5年2月末現在）  

 
 

●空家法による対応 

 管理不全な空家等で空家法に基づく特定空家等の措置が必要な場合は、空家法、国指針等

に基づき、適切に対応していきます。 

 

➢ 管理不全な空家等については、改善等があるまで所有者等に対して建物の適正管理依頼

を行っています。なお、現在、本市には空家法に基づく特定空家等はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度／地域別 出雲 平田 多伎 佐田 湖陵 大社 斐川 合計 

対象空家件数 

（実） 

R4 14件 3件 1件 1件 1件 8件 0件 28件 

R3 26件 2件 1件 0件 0件 10件 4件 43件 

R2 26件 12件 7件 5件 4件 11件 5件 70件 

所有者等人数 

（延べ） 

R4 17人 4人 1人 1人 1人 14人 0人 38人 

R3 39人 2人 1人 0人 0人 24人 4人 70人 

R2 30人 17人 8人 8人 5人 14人 6人 88人 
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●空家法以外の法令等による対応 

 管理不全な空家等が保安上著しく危険な状態にある場合や、立ち木等が道路に倒壊してい

る場合など、空家法以外の関係法令に基づく措置を実施することで、管理不全な空家等によ

る危険性等の排除と近隣住民の良好な生活環境を保全します。 
 

➢ 所有者等調査に時間を要している管理不全な空家等が歩行者や通行車両等に被害を及ぼ

す場合、民法７２０条（正当防衛及び緊急避難）の規定により、危険を排除する緊急対

応工事を実施しています。 
 

場所 緊急対応工事概要 

駅南町 
建物の屋上の手摺が腐食し、歩道の歩行者に被害を与える恐れが生じ

たため、手摺等の撤去に係る緊急対応工事を実施しました。 

大津町 

県道出雲路自転車線沿いに建つ建物の窓ガラス、外部電灯が破損し、

同線を利用する中学生や高校生に被害を与える恐れが生じたため、飛

散防止等に係る緊急対応工事を実施しました。 

大津町 

県道出雲路自転車線沿いに建つ建物の屋根に設置された看板が破損、

落下し、同線を利用する中学生や高校生に被害を与える恐れが生じた

ため、飛散防止等に係る緊急対応工事を実施しました。 

大社町 

杵築南 

市道宮内川方線沿いに建つ空家の屋根が強風により剥離し、通行人や

通行車両に被害を与える恐れが生じたため、飛散防止等に係る緊急対

応工事を実施しました。 

小伊津町 
空家の外壁や窓枠等が強風により破損し、周辺家屋や住民に被害を与

える恐れが生じため、撤去等に係る緊急対応工事を実施しました。 

大社町 

杵築北 

市道海岸線沿いに建つ空家の屋根に設置されている温水器が強風によ

り破損し、通行人や通行車両に被害を与える恐れが生じたため、撤去

等に係る緊急対応工事を実施しました。 

西神西町 

県道多伎江南出雲線沿いに建つ空家の一部が倒壊し、通行人や通行車

両に被害を与える恐れが生じたため、部材の撤去等に係る緊急対応工

事を実施しました。 

（令和5年2月末現在） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事前 工事後 強風により剥離した屋根の修繕 
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●所有者不明、相続人不存在の場合の対応 

 所有者の所在が不明、死亡又は不存在の空家等について、所有者不明土地(建物)管理制

度、管理不全土地(建物)管理制度の活用を含め、問題解決を図るための方法を検討します。 

 また、市民の安全・安心を確保するため、雪害、地震、風水害、土砂災害等の災害により

被害が生じた又は被害が見込まれる所有者不明等の老朽危険空家等について、緊急的又は予

防的な除却等を行い、危険性の排除に努めます。 

 

➢ ＮＰＯ法人出雲市空き家相談センター定例会の事例検討会にて、不在者財産管理制度や

相続財産管理制度について意見交換を行っています。 

 

●土地と建物の所有者が異なる場合の対応 

 空家となっている建物とその敷地の所有者が異なる場合で、建物の所有者が所在不明等に

なっており、土地所有者の所在が把握できている場合でも、空家法が建物だけでなく土地も

含めて「空家等」と定義し、法の対象としているにも関わらず、土地所有者の責務について

明確に規定されていないため、土地所有者に何らかの対応、負担を求めることが難しい状況

です。今後も土地所有者に対して対応を求めていきますが、相続財産管理人制度などの管理

制度の活用について検討します。 

 

➢ 土地と建物の所有者が異なる場合、権利関係が複雑になるため、ＮＰＯ法人出雲市空き

家相談センター定例会の事例検討会にて様々な専門家の意見等を集約し、最善な対応策

について検討を重ねています。 

 

●土地の境界確認に係る対応（再掲） 

 空家の利活用や除却後の跡地利用を行う際、土地の境界が確定しないため、売却等が進ま

ないケースがあります。境界や不動産登記に関する無料相談会を実施している土地家屋調査

士会と連携を図り、相談会等の周知を行います。 

 また、地籍調査に係る国予算等を確保し、地籍調査の推進を図ります。 

 

➢ 土地の境界が確定していないと空家の利活用が進まないことを知らない所有者も多いた

め、空き家に関する相談先一覧に土地の境界確認等の事例を加えて、相談先の周知を行

っています。（再掲） 

➢ 県土地家屋調査士会出雲支部と連携し、同支部が開催する無料登記相談会について広報

いずもやホームページに掲載し、周知を行っています。（再掲） 
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●住宅用地特例が適用された場合と同様の固定資産税等の減免の検討 

 空家の除却が進まない要因の一つとして、空家を除却し、更地にした場合、住宅用地特例

の適用がなくなり、土地に係る固定資産税等が高くなることが挙げられます。全国的には、

空家を除却した土地について、一定の要件のもと、一定の期間、固定資産税等の減免を行っ

ている自治体があります。固定資産税等の減免については、空家の所有者による除却の動機

付けにつながると思われることから、減免措置を実施している自治体の取組状況や効果等に

ついて情報収集を行い、検討を行います。 

 

➢ 空家の除却後の固定資産税等の減免の実施については、担当課である資産税課と減免措

置等を実施している自治体の取組状況やその効果、また、現在、国会で審議されている

空き家対策特別措置法改正案に規定される「管理不全空き家」の情報収集等を行ってい

ます。 

 

【住宅用地に対する課税標準の特例の適用】 

固定資産税及び都市計画税において、住宅が建っている土地については 

住宅用地に対する課税標準の特例の適用を行い、税負担の軽減を行っている。 

〔２００㎡以下の小規模住宅用地〕 

・固定資産税の課税標準額を評価額の１／６ 

・都市計画税の課税標準額を評価額の１／３ 

   〔２００㎡を超える部分の一般住宅用地〕   

・固定資産税の課税標準額を評価額の１／３ 

・都市計画税の課税標準額を評価額の２／３ 
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関連資料／関連報道記事 

 

●ＮＰＯ法人出雲市空き家相談センター  

空き家安心サポート委託事業「空き家相談・地域支援事業」 実績（～２月末） 

 

 ① 空き家相談業務 

R4年 

 相 談 件 数 

 売却    

利活用 
除却 管理 相続 

終活等 

将来相談 

その他(取得、

近隣関係) 

6月 19 10 2 1 1 1 4 

7月 18 11 2 0 0 1 4 

8月 21 11 2 3 0 3 2 

9月 18 8 1 0 2 2 5 

10月 21 10 1 0 2 1 7 

11月 15 7 1 0 1 0 6 

12月 13 8 0 0 1 0 4 

1月 15 9 1 0 0 0 5 

2月 20 9 1 0 0 1 9 

計 160 83 11 4 7 9 46 

 ※一つの案件に複数の相談内容がある場合は主な相談内容にカウント 

 

 ② ワンストップ空き家相談会の開催 

  不動産の売却、利活用、管理、将来の相続に向けた対策や不動産に関する困りごとなど

について、宅地建物取引士、土地家屋調査士、司法書士、税理士、建築士、地元信用金庫、

遺品整理士など、様々な専門家が集まりアドバイスを行っています。相談者にとっても 

都合がよく、多くの相談申込をいただき、大変好評を得ています。 

  

《開催状況》 

・日時   令和４年９月２４日（土） １３：００～１６：３０ 

  ・場所   出雲市役所本庁 くにびき大ホール 

  ・相談者数  ５１組（事前予約：４５組  当日：６組） 

         ZOOMによるオンライン相談も実施（上記相談のうち３組） 
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 ③ 地域支援事業 

  地域団体や市内ＮＰＯ団体との意見交換を行い、空き家に対する意識醸成、協力体制の

構築を図っています。 

 

R4年 内 容 

６月 

・市内 NPO法人による連絡会議への出席 

・市と連携協定締結している３団体（出雲市空き家相談センター、全国古民家

再生協会島根第一支部、ひらた空き家再生舎）との連絡会議を開催 

・雲南市役所の空き家勉強会に招聘、センターの活動説明 

７月 
・市内ＮＰＯ法人による連絡会議への出席 

・ひらた空き家再生舎との連携協議 

８月 
・市内ＮＰＯ法人による連絡会議への出席 

・多伎を元気にする会との連携協議（多伎行政センター訪問） 

９月 ・市内ＮＰＯ法人による連絡会議への出席 

１０月 
・市内ＮＰＯ法人による連絡会議への出席 

・NPO法人すさのおの風、今市シャーネエレーテと連携協議 

１１月 ・住まいの終活セミナー（11/26(土) 今市コミュニティセンター） 

１２月 ・空き家勉強会 IN佐田町（12/17(土) NPOすさのおの風） 

 

 ※今後の予定 

  ・３月１０日（金） 伊野自治協会「移住・空き家部会」勉強会開催 

  ・３月１５日（水） 大社ロータリークラブ ゲストスピーチ 
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